
　　　　　　　  歳

 こども園 ・ 　　　　　　　　歳

　　　　　　　　歳

✓　該当する項目をチェックしてください。

大分類 小分類 父 母 祖父 祖母 その他 入所条件

週５日以上で、１日８時間以上の就労

週４日で、１日６時間以上の就労

週３日以上で、１日４時間以上６時間未満の就労

上記以外の勤務形態で、保育に欠ける場合

週５日以上で、１日８時間以上の就労

週４日で、１日６時間以上の就労

週３日以上で、１日４時間以上６時間未満の就労

週５日以上で、１日８時間以上の就労

週４日で、１日６時間以上の就労

週３日以上で、１日４時間以上６時間未満の就労

上記以外の勤務形態で、保育に欠ける場合

週５日以上で、１日８時間以上の就労

週４日で、１日６時間以上の就労

週３日以上で、１日４時間以上６時間未満の就労

週５日以上で、１日８時間以上の就労

週４日で、１日６時間以上の就労

週３日以上で、１日４時間以上６時間未満の就労

上記以外の勤務形態で、保育に欠ける場合

週５日以上で、１日８時間以上の就労

週４日で、１日６時間以上の就労

週３日以上で、１日４時間以上６時間未満の就労

上記以外の勤務形態で、保育に欠ける場合

就職先が内定している場合（雇用状態が解る証明が必要） ４月就労証明提出

就職が内定していない場合 ２ヶ月以内

④出産 出産前後保育できる者がいないこと（出産予定月の前後２ヵ月） 期限付入所

常時病臥、感染性疾患、精神性疾患等

週３日以上通院を常態としている

上記に掲げるもののほか傷病等により明らかに保育に欠ける場合

概ね１ヶ月以上入院する場合

身体障害者手帳１～２級　　療育手帳A1～A2

身体障害者手帳３～４級　　療育手帳B1　

上記以外の障害で保育に支障がある 医師診断書添付

家族で病院等付き添いを常態　

家族で重度心身障害者、寝たきり状態の看護　

家族の看護に常に当たっている場合　

⑦災害等 火災、風水害等で家屋の復旧に当たっている場合 期限付入所

⑧就学 専門学校・大学または就労支援（職業訓練等）に伴う学校に就学・受講している 就学（受講）期間内

家庭の災害

学生

内       定

求  職  中

保育所（園）

平成 ２４ 年度

保育基準

その他

自営

その他

内 　職

入　 院

傷病

家族
（協力者）

主たる従事
者

内職

出       産

全治するまで
の期間（医師
診断・入院証
明添付）

その他

⑤傷病
心身障害

中分類

主たる従事
者

居宅内

心身障害

外勤

常勤・パート
等

家族
（協力者）

保育所（園）入所選考基準（同居者全員記入下さい）

第１希望の保育所（園）で定員を超える応募の場合は、すでに入園している継続児を「保
育基準」及び「調整基準」にて選考し、空きが有る場合は、新規の選考をします。

③未就労

②内勤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童の生年月日　　　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日

クラス年齢
児童名
(連名可）

①外勤

自営

その他

看護等

入院付添
⑥介護
（看護）

手帳の有る期
間

全治するまで
の期間（医師
診断・入院証
明添付）



✓　該当する項目をチェックしてください。

大分類 小分類 父 母 祖父 祖母 その他 入所条件

母子家庭・父子家庭（死別・離婚・失踪）

親のどちらかが単身赴任等で同居しない場合

家庭状況により特別な支援の必要性を市長が認めた場合

既に兄弟姉妹が保育所に入所している

徒歩での通園・降園が可能な範囲（災害・緊急時）

※１ 児童の世帯で保育料等の滞納がある場合 保育課と協議

※１．　保育料の滞納等が有る場合は保育課と協議が必要です。

○

○

①

②

○

○

注意

　　　　お問い合わせ

　　　　　　　大和高田市役所　福祉部　保育課　　

　　　　　　　　　電話　２２－１１０１（内５６５・５６６）　

中分類

同居者全員を保育基準により点数化し、全員の平均点を求め、平均点の高い方から選考します。また、
同点となった場合は、平均点に調整基準を加算して最終選考します。（ただし、調整基準が複数ある場合
は、最も高い点数にて選考します。）

兄弟加算

加算

入所（園）申込期間内に新規及び継続で「就労予定申立書」を提出された方は、保育所
入所後２ヶ月経過後において、なお求職中の場合は、入所を取り消します。
また、年度途中において入所希望される方で、求職中の場合、保育所に受け入れ枠が
あるときは、申込時の翌月から起算して２ヶ月間の入所となります。ただし、２ヶ月後も求
職中の場合は入所を取り消します。

ひとり親家庭

単身赴任家庭

家庭支援

第２希望、第３希望の保育所への入園相談となります。

引き続き、第１希望の入所を希望される方には、保育所基準と調整基準の合計得点順に補欠番号を決
定します。

　○最終選考されなかった場合

調整基準

通園状況

調整基準

既に入所している児童を優先して、保育基準及び調整基準にて選考します。

入所選考について

保育料滞納

　○保育所の受け入れ可能児童数を超える場合

　○保育所の受け入れ可能児童数を超えない場合

保護者の状況が保育に欠ける場合、入所となります。

保護者の状況が保育に欠けないと判断された場合は、入所できません。
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